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【あらまし】

①Ｘは昭和 57 年 9 月にＡ社に入社、昭和 60  

年にＡ社はＹに吸収合併されＸはＹに転籍した。

②平成 11年 10 月 7日、Ｙは旧就業規則の賃金に

ついての定めである給与規程を同年 11 月から変

更すること、および新規則の概要と改正点を内容

とする通達をＸら従業員に出し、Ｘら従業員はこ

れに対する同意書を提出した。

③旧就業規則から新就業規則では、社員の格付け

（資格等級）、賃金テーブル、手当の種類、金額

が変更となった。

④旧就業規則では、Ｘは主事として月額 35 万

7,300 円の給与を受けていたが、新就業規則で

は、一般職の 2級と格付けされ（降格）賃金月額

も 24 万 5000 円とされ、以前の賃金と月額 11 万

2,300 円の差額が生じた。

⑤Ｙは、Ｘに対し新就業規則施行により 3年間 6

回に分割して調整金として合計 192 万 5,200 円

（上記差額の約 17か月分）を支払った。

⑥Ｘは、平成 14年 7月 22日人員削減の必要性を

理由にＹより解雇された（Ｘは解雇無効を主張し

て別訴においてＹの従業員としての地位を確認

を請求し、解雇無効の判決が出ている）

⑦Ｘは旧就業規則の資格制度において支給され

ていた主事としての賃金額と、新就業規則の資格

制度において一般職 2 級として支給される賃金

額との差額の累計（月当たり 11 万 2,300 円、平

成 14 年 7 月 22 日まで）から上記調整金を除外し

た金額（232 万 2,495 円）およびそれに対する遅

延利息の支払を求めてＹに訴えを提起した。

⑧なおＸはそもそも旧就業規則における主事と

して格付け自体がＸが女性であることを理由と

する差別であると主張しており旧就業規則上 7

の参事の賃金である月 43万円と現実に受領して

わたくしたちは、“ヒト”に関する重要課題の提言を通じて、皆様方の経営をご支援申し上げています！
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ＰＯＩＮＴ 賃金減額を伴う新資格制度の創設を内容とする就業規則の変更および変更就業規則によ

る降格の効力は

た賃金との差額の累計から調整金を除外した金

額及びそれに対する遅延利息の支払まで求めて

いたが上記の差別の主張は裁判所により退けら

れている。

【結果】

裁判所は、就業規則の変更後も、Ｘは従来支給さ

れていた月額 35 万 7,300 円の賃金請求権を有す

るとし、Ｙに対して現実に支給されていた賃金額

との差額累計により上記調整金を除外した金額

をＸに支払うよう命じた。

【解説】

本件においては、就業規則を変更しその際に資

格制度を変更した上で、Ｘの格付けを変更しその

賃金を減額しようとしたものです。就業規則を従

業員の不利益に変更する場合には当該従業員の

合意を得るか、合意が得られなかった場合、就業

規則の変更が合理性を有することが必要であり

賃金などに関する不利益変更の場合、変更の高度

の必要性に基づいた合理的な内容のものである

場合においてこの合理性が認められるとされて

います。本件では、Ｙの出した新規則の概要、改

正点を内容とする通達を受けた上でこれに対し

て合意書を提出している以上、新規則の適用を受

けるものとされました。

【アドバイス】

賃金テーブルの異なる会社の合併で問題とな

ったケースですが、労働条件の変更、とりわけ条

件を不利益に変更する場合は、慎重な対応が必要

です。特に賃金は労働条件の中で最もコアなもの

であり、労働者にとって一番関心の高い事項です

から、不利益な変更をしなければならない高度の

理由、受ける不利益の程度、代替措置の新設など、

労働者に不利益ばかりを受忍させるだけではな

く、有利な労働条件も新設するなどし、労働者の

理解と同意を得る努力をすべきでしょう。

神田社会保険労務士事務所
〒274-0816 千葉県船橋市芝山 1-31-7 Ａ-105

電話 047-496-0600 FAX047-496-0601

mail:info@kandasr.com

http://kandasr.com

このレポートは，実際の事例を

もとに，何が紛争のポイントな

のか？また紛争を事前に防ぐた

めの事業主としてすべきことな

どを簡潔にまとめました。是非

参考になさって下さい。


